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取引あっせん事業《商談会の開催》
協力工場や新規取引先をお探しの企業と、受注を希望する企業の商談の場となる「商談会」を開催

し、県内企業の取引拡大を目指します。

○新たな取引先を探している県内受発注
ものづくり企業

・適切な取引先をご紹介します。《随時対応》

・商談会を開催します。

佐賀県産業イノベーションセンター
担当部署 /ものづくり振興課
TEL：0952-34-4416 FAX：0952-34-4412
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対 象 支援内容

お問合せ

取引あっせんを実施し、取引拡大を支援します

《令和4年度に開催した商談会の様子》

佐賀県受発注商談会を３回開催予定です。

１回目：８月開催

２回目：12月開催

３回目：２月開催
《※佐賀市内にて開催》

協力工場や新規取引先をお探しの企業

受注を希望する企業

と

の商談の機会を創出する


	スライド 1

